
【記載上の注意】

１ ①欄には、全ての事業所の名称を記入すること。
２ ②欄には、①の事業所の所在地を記入すること。
３ ③欄には、当該事業所の主たる事業の種類が障害者の雇用の促進等に関する法律（以下

「法」という。）施行規則別表第４の除外設定業種欄に掲げる業種に該当する場合におい
てのみ、該当する主たる業種の内容を具体的に記入する。

４ ④欄には、③欄に記載した事業の種類に係る除外率を別表から記入すること。除外率の
ない業種の除外率は０％とする。

５ ⑤常用雇用労働者の総数
１年以上継続して雇用された労働者数を記入すること。

６ ⑥欄には、⑤欄の数に④欄の除外率を乗じて得た数（端数切捨て）を⑤欄の数から控除
した数を各事業所ごとに記入すること。

７ ⑤及び⑥欄は、短時間労働者（週の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働
者）は０．５人に換算すること。

８ ⑦から⑩欄までの障がい者の範囲は以下のとおりとする。
ア 身体障がい者 身体障害者手帳程度等級表の１級から６級までの障がいを有す

る者及び７級の障がいを２以上重複している者
イ 重度の身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則に規定する身体障害者手帳程度等級

表の１級及び２級の障がいを有する者及び３級の障がいを２以上
有している者

ウ 知的障がい者 知的障がい者判定機関（児童相談所、知的障害者更生相談所、
精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センタ
ー）によって知的障がい者を判定された者

エ 重度の知的障がい者 知的障がい者のうち知的障がいの程度が重いと判断された者
オ 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者
９ ⑨⑩欄は、原則として雇用保険上の短時間労働者となる者であり、週所定労働時間が20

時間以上30時間未満である者をいう。


